
　
ま
た
、
忍
・
行
田
公
民
館
の
利
用
者
の

利
便
性
向
上
や
安
全
性
へ
の
配
慮
の
観
点

か
ら
、
同
公
民
館
北
側
に
新
た
な
駐
車
場

を
整
備
す
る
た
め
の
経
費
な
ど
を
措
置
し

ま
す
。

　
な
お
、
こ
れ
ら
の
歳
出
を
賄
う
財
源
と

し
て
、
国
・
県
支
出
金
、
寄
附
金
、
繰
越

金
及
び
諸
収
入
に
よ
り
措
置
す
る
も
の
で

す
。

意
見
書
　
意
見
書
を
関
係
機
関
に
送
付

⃝

農
産
物
へ
の
カ
メ
ム
シ
類
等
及
び
高
温

障
害
へ
の
対
策
を
求
め
る
意
見
書

（
原
案
可
決
）

　
埼
玉
県
東
部
地
区
を
中
心
に
、
昨
年
よ

り
水
稲
や
野
菜
、
果
樹
へ
の
カ
メ
ム
シ
類

等
に
よ
る
災
害
級
の
被
害
が
広
が
っ
て
い

ま
す
。

　
稲
作
に
関
し
て
は
、
カ
メ
ム
シ
類
等
の

被
害
に
加
え
高
温
障
害
も
重
な
り
、
収
量

が
例
年
の
１
割
ほ
ど
の
農
家
も
あ
る
と
の

報
告
や
、
ま
た
不
稔
や
斑
点
に
よ
り
品
質

等
級
が
著
し
く
低
下
す
る
な
ど
、
来
年
の

作
付
け
に
向
け
て
の
資
金
確
保
ど
こ
ろ
か
、

日
々
の
生
活
に
も
大
き
な
影
響
が
出
て
い

ま
す
。

　
果
樹
や
野
菜
に
つ
き
ま
し
て
も
、
カ
メ

ム
シ
類
等
の
被
害
に
よ
り
、
商
品
に
な
ら

な
い
品
物
が
多
く
発
生
す
る
な
ど
の
大
き

市政に対する 一般質問

問  
行
田
市
の
ふ
る
さ
と
納
税
は

１
億
２
８
０
０
万
円
を
達
成
。今

後
の
目
標
や
計
画
は
？

答  

目
標
数
値
は
未
設
定
だ
が
、

本
市
独
自
の
魅
力
的
な
返
礼
品
を

充
実
さ
せ
、
よ
り
多
く
の
方
に
知

っ
て
い
た
だ
き
寄
附
に
つ
な
げ
て

い
き
た
い
。

問  

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ

型
ふ
る
さ
と
納
税
の
改
善
策
は
？

答  

12
月
の
寄
附
増
加
時
期
に
、

積
極
的
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
周
知

を
図
っ
て
い
く
。

問  

新
た
な
返
礼
品
開
発
の
具
体

策
は
？

答  

事
業
者
訪
問
で
積
極
的
に
ア

イ
デ
ア
を
提
案
し
、
地
域
資
源
を

活
用
し
た
新
た
な
返
礼
品
の
開
発

を
推
進
す
る
。

問  

寄
附
額
を
関
係
人
口
の
指
標

と
す
る
考
え
は
？

答  

有
効
だ
が
、
寄
附
者
の
訪
問

や
経
済
効
果
の
分
析
も
重
視
。継

続
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
関
係
を
強

化
す
る
。

問  

専
門
部
署
設
置
の
考
え
は
？

答  

現
体
制
（
専
任
１
名
・
兼
任

２
名
）で
対
応
し
て
い
る
。全
庁
的

な
連
携
を
さ
ら
に
強
化
し
、
効
率

的
な
運
用
を
目
指
す
。

ふるさと納税を活かした
　  　　　　　　　まちづくりの展望新  諒 平（令和研究会）

特定自動部品のヤード問題について

　ヤ
ー
ド
と
呼
ば
れ
る
自
動
車
解

体
保
管
場
所
に
つ
い
て
埼
玉
県
警

が
県
や
消
防
と
地
道
な
立
入
調
査

を
続
け
る
中
、
盗
難
車
が
持
ち
込

ま
れ
た
り
、
不
法
滞
在
す
る
外
国

人
の
就
労
場
所
に
な
っ
た
り
、
犯

罪
グ
ル
ー
プ
の
拠
点
と
な
っ
た
り

す
る
ケ
ー
ス
が
全
国
で
後
を
絶
た

な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。

問  

埼
玉
県
条
例
が
施
行
さ
れ
て

届
出
を
さ
れ
た
ヤ
ー
ド
が
県
内
で

３
０
０
箇
所
あ
る
。県
内
で
一
番

多
い
の
が
本
市
の
30
箇
所
、
続
い

て
岩
槻
が
28
箇
所
、
次
に
多
い
の

が
吉
川
市
の
27
箇
所
で
あ
る
が
、

実
態
を
把
握
し
て
い
る
か
。

答  

本
年
９
月
２
日
現
在
で
市
が

把
握
し
て
い
る
市
内
ヤ
ー
ド
は
、

県
へ
の
届
出
が
行
わ
れ
て
い
る
30

箇
所
の
ほ
か
14
箇
所
を
把
握
し
て

お
り
、合
計
44
箇
所
で
あ
る
。

問  

ヤ
ー
ド
の
設
置
は
関
係
法
令

に
抵
触
し
て
い
な
い
か
。

答  

行
田
警
察
署
の
立
入
調
査
に

同
行
す
る
中
で
法
令
に
抵
触
し
て

い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
り
、
是

正
指
導
を
行
っ
た
。

〔
そ
の
他
の
主
な
質
問
〕

○
福
祉
行
政
の
本
市
の
「
生
活
保

護
業
務
の
実
態
」に
つ
い
て

村 田 清 治（令和研究会）

持続可能な都市基盤整備
　　　　　 （道路整備事業）について小 林  修（令和研究会）

問  

令
和
６
年
度
策
定
の
行
田
市

基
本
構
想
の
長
期
的
な
視
点
に
お

け
る
行
田
市
の
将
来
像
の
実
現
に

向
け
て
の
令
和
６
年
度
か
ら
令
和

８
年
度
の
３
カ
年
実
施
計
画
に
お

い
て
、
生
活
道
路
整
備
等
の
進
捗

が
見
え
な
い
。
実
施
計
画
策
定
に

あ
た
り
市
民
ニ
ー
ズ
の
実
現
及
び

安
心
・
安
全
の
構
築
を
ど
う
考
え

た
か
。

答  

実
施
計
画
策
定
に
あ
た
っ
て

は
、
現
在
、
市
民
の
皆
様
か
ら
い

た
だ
い
た
道
路
や
水
路
等
の
整
備

要
望
が
１
、
０
０
０
件
を
超
え
て

お
り
、
事
業
採
択
に
あ
た
っ
て
は

公
平
性
、
透
明
性
を
確
保
し
、
効

果
的
か
つ
効
率
的
な
事
業
執
行
を

図
る
た
め
、
行
田
市
生
活
道
路
等

整
備
事
業
評
価
制
度
に
基
づ
き
計

画
、
実
施
し
て
い
る
。

問  

令
和
６
年
度
予
算
の
ポ
イ
ン

ト
で
あ
る
、
子
育
て
支
援
、
教
育

の
充
実
、
雇
用
の
創
出
、
交
通
イ

ン
フ
ラ
の
各
種
事
業
実
施
に
よ
る

行
田
市
の
好
循
環
が
、
令
和
７
年

度
、
８
年
度
予
算
に
反
映
さ
れ
て

い
な
い
の
で
は
。

答  

予
算
規
模
に
つ
い
て
は
、
予

算
策
定
の
方
針
転
換
に
基
づ
き
、

し
っ
か
り
計
上
、
措
置
し
て
い
く
。

　
ま
た
、
法
人
市
民
税
の
確
定
申
告
に
基

づ
く
予
定
納
税
額
の
清
算
に
伴
い
、
予
算

に
不
足
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
追
加
措

置
し
ま
す
。

　
民
生
費
で
は
、
障
害
者
手
帳
の
所
持
者

の
増
加
に
伴
い
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利

用
料
や
障
害
者
通
所
給
付
費
及
び
自
立
支

援
サ
ー
ビ
ス
等
給
付
費
に
不
足
が
見
込
ま

れ
る
こ
と
か
ら
追
加
措
置
し
ま
す
。

　
土
木
費
で
は
、
行
田
市
駅
跨
線
橋
修
繕

工
事
に
お
い
て
、
上
部
構
造
部
に
鉛
が

含
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
た
め
、

そ
の
対
応
に
係
る
負
担
金
を
新
た
に
措
置

し
ま
す
。

　
ま
た
、
古
代
蓮
の
里
に
お
い
て
電
線

ケ
ー
ブ
ル
の
盗
難
被
害
が
発
生
し
、
一
部

設
備
が
使
用
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
幹
線

設
備
の
復
旧
工
事
を
行
う
と
と
も
に
、
マ

ン
ホ
ー
ル
蓋
用
ロ
ッ
ク
錠
の
設
置
な
ど
盗

難
防
止
対
策
を
行
う
た
め
の
経
費
を
措
置

し
ま
す
。

ぎょうだ議会だより　❹

支
払
い
を
求
め
る
も
の
で
す
。

【
主
な
質
疑
】

問  
相
手
方
の
保
険
の
加
入
状
況
は
。

答  
事
故
発
生
当
時
に
お
い
て
運
転
免
許

証
が
失
効
し
て
い
た
た
め
、
実
費
で
修
繕

す
る
と
の
申
し
出
を
受
け
て
お
り
、
一
般

的
に
は
任
意
保
険
の
補
償
対
象
外
と
認
識

し
て
い
る
。

問  

相
手
方
の
支
払
い
能
力
に
つ
い
て
、

財
産
調
査
を
行
っ
た
の
か
。

答  

本
件
は
市
と
原
因
者
の
民
事
訴
訟
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
訴
訟
に
向
け
た
準
備
を

進
め
て
い
る
時
点
で
は
財
産
調
査
を
行
う

こ
と
が
で
き
な
い
。
仮
に
、
相
手
方
に
支

払
い
を
求
め
る
判
決
確
定
を
も
っ
て
も
な

お
支
払
い
が
な
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
市

が
簡
易
裁
判
所
に
申
立
て
を
行
っ
た
後
に
、

財
産
調
査
へ
と
移
行
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
９
月
定
例
会
後
の
情
勢
の
変
化
に
伴
う

各
種
経
費
の
追
加
措
置
の
ほ
か
、
事
業
実

施
の
た
め
の
所
要
経
費
等
を
措
置
す
る
も

の
で
す
。

　
歳
出
の
主
な
内
容
は
、
総
務
費
で
は
自

治
会
が
管
理
す
る
防
犯
灯
の
新
設・移
設・

修
繕
等
に
係
る
設
置
費
及
び
電
気
料
に
対

す
る
補
助
金
に
不
足
が
見
込
ま
れ
る
こ
と

か
ら
、
追
加
措
置
し
ま
す
。

な
打
撃
を
受
け
て
お
り
、
埼
玉
県
と
し
て

地
域
の
農
業
を
支
え
て
い
く
必
要
性
を
強

く
感
じ
て
お
り
ま
す
。
つ
き
ま
し
て
は
、

県
が
主
体
と
な
り
下
記
の
事
項
を
早
期
に

実
施
す
る
よ
う
強
く
要
望
し
ま
す
。

１
　
カ
メ
ム
シ
類
等
の
防
除
に
つ
い
て
は
、

広
域
・
航
空
防
除
（
ド
ロ
ー
ン
）
が
効
果

的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
実
施
可
能
な
地
域

で
は
来
年
度
の
実
施
に
向
け
て
検
討
す
る

こ
と
。

２
　
カ
メ
ム
シ
類
等
が
、
農
地
以
外
に
も

生
息
し
て
お
り
、
特
に
河
川
や
公
園
の
除

草
に
よ
る
飛
来
の
報
告
が
あ
る
た
め
、
除

草
時
期
に
関
し
て
は
、
国
・
市
町
村
・
土

地
改
良
区
な
ど
関
係
機
関
と
の
連
携
を
図

る
こ
と
。

３
　
今
回
の
被
害
は
災
害
と
捉
え
、
農
薬

に
よ
る
防
除
に
対
し
て
、
各
戸
へ
の
補
助

を
検
討
す
る
こ
と
。

４
　
大
き
な
被
害
に
よ
り
、
来
年
の
作
付

け
や
栽
培
に
影
響
が
出
て
い
る
農
家
へ
、

融
資
制
度
の
周
知
や
利
用
に
係
る
支
援
を

行
う
こ
と
。

（
提
出
先
　
埼
玉
県
知
事
）

補正予算
補
正
総
額

7
億
９
１
６
１
万
円
余
り

議
員
提
出
議
案


